
証券コード　3804

2025年１月10日

株 主 各 位
京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

株 式 会 社 シ ス テ ム 　 デ ィ
代表取締役 堂 山 　 遼

第43期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第43期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご

出席下さいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報

（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネ

ット上の下記の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウ

ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認ください。

当社ウェブサイト

https://www.systemd.co.jp/ir/lib/meeting

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「シ

ステム　ディ」又は「コード」に当社証券コード「3804」を入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株

主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日の出席に代えて、書面（郵送）によって議決権を行使することがで

きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、2025年１月29日（水曜日）午後６時ま

でに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2025年１月30日（木曜日）午前10時
２．場 所 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

システムディビル　４階　大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第43期（2023年11月１日から2024年10月31日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２. 第43期（2023年11月１日から2024年10月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議
案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り
扱いいたします。

     

記

以　上

１. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい
ますようお願い申し上げます。

２. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト
及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたしま
す。

３. 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、議決権を有する全ての株
主様に一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。
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(2023年11月１日から
2024年10月31日まで)
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当社グループは業種・業務に特化したパッケージソフトを核とした付加

価値の高いソリューションを顧客に提供しており、子会社を含めた６つの

業種・業務を対象に事業を展開しております。その対象とする市場に向け

て、新規及び追加のシステム提案によるフロービジネスを拡げるととも

に、サポート及びクラウドサービス提供による安定的なストックビジネス

を展開しており、中でも近年は需要が高まっているクラウドサービスの拡

大に力を入れております。

当連結会計年度におきましては、本業である自社開発パッケージソフト

の販売が進み、期初の目標であった累計１万ユーザーを達成いたしまし

た。しかしながら、追加カスタマイズ案件の獲得が想定通りに進まなかっ

たこと、案件の時期ズレ等により、カスタマイズ売上や仕入商品売上を始

めとするフロー売上が減少したため、通期業績は売上、利益とも計画を下

回りました。

学園ソリューション事業におきましては、業界トップクラスのシェアを

誇る『キャンパスプラン.NET Framework』、『キャンパスプラン for 

Azure』ならびに次世代学園総合情報システム『Campus Plan Smart』の客

先導入を予定通り進めることができましたが、既存ユーザーへの追加カス

タマイズ案件の獲得が進まず計画を下回りました。なお、『Campus Plan 

Smart』につきましては、当社が多くの顧客を持つ私立大学だけでなく国

公立大学へも導入することができ、また次期連結会計年度以降の案件受注

や引き合いも多数頂くことができました。

公立小中高校向け校務支援システム『School Engine』を提供している

公教育ソリューション事業におきましては、当社がトップシェアを占める

都道府県向け公立高校、複数の大規模自治体を含んだ多くの公立小・中学

校にサービス提供を行っております。当連結会計年度におきましても、

2024年４月本稼働の複数の県域案件の稼働立ち上げを行うとともに、大規

模自治体向けオンライン出願システムも稼働させることができ、当社業績

を牽引しました。また、2025年４月稼働の複数の大規模案件も順調に受注
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が進んでおり、稼働開始に向けた業務も並行して進めております。

公共団体向けの公会計ソリューション事業におきましては、公会計のデ

ファクトスタンダードとなった『PPP(トリプル・ピー) Ver.5 新統一基準

対応版』が、全国の自治体の過半数を超え、さらに1,000もの自治体にて

活用いただくにいたりました。また、公会計の先進的な考え方を取り入れ

た地方公共団体向け『Common財務会計システム』に加え、地方公共団体向

けに財産管理業務を支援するパッケージソフトである『公有財産管理シス

テム』が市場から評価され、政令市を含んだ複数団体へ導入することがで

きました。引き続き、既存ユーザーからは安定的にストック収入を計上し

つつ、新規案件受注に繋げるべくパッケージソフトの機能強化を行うとと

もに、積極的な営業活動を進めてまいります。

フィットネスクラブ、スイミングスクールなどの会員制施設や遊園地・

動物園などのチケット発券を伴うレジャー施設向けに、運営支援システム

『Hello』シリーズを展開しているウェルネスソリューション事業におき

ましては、既存の大規模ユーザー向け案件の減少や時期ズレ等もあり、売

上、利益とも計画を下回りました。しかしながら、新規出店が相次ぐ24時

間ジムやゴルフスクール等の小規模フィットネス施設、会費制スクール等

に対してクラウド型会員管理・会費回収システム『Smart Hello』を、前

連結会計年度を上回る数の施設へ納品することができました。また、クラ

ウド型チケット管理システム『Smart Hello チケット』についても大型レ

ジャー施設を含む客先への納品が着実に進む等、将来に向けたストック収

益を積み上げることができました。

民間企業や学校法人をはじめ幅広い市場に向けて、コンプライアンス、

ガバナンス支援ソフトとして『規程管理システム』及び『契約書作成・管

理システム』を提供しているソフトエンジニアリング事業におきまして

は、高機能かつコストパフォーマンスに優れたこれらのソフトが市場で高

い評価を受けて毎期業績を伸ばしております。当連結会計年度におきまし

ても、金融機関、大規模法人、企業グループを含んだ多くのユーザーへ当

ソリューションの導入を進めることができました。

保険薬局向け事業を営んでいる株式会社シンクにおきましては、引き続

き保守サポート収入を安定的に確保するとともに、医療扶助のオンライン

資格確認に関するオプション販売を進めることができました。

AIを活用したソフトウエアの受託開発、コンサルティングを行っている

中村牧場株式会社におきましては、引き続きAI人材育成やコンサルティン

グを手掛けるとともに、当社のAI人材育成や自社パッケージソフトへのAI
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機能を実装すべく開発を進めました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,631,578千円（前年

同期比2.2％減）、営業利益828,663千円（同9.3％減）、経常利益830,053

千円（同9.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益555,946千円（同

12.1％減）となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は17,341千円

で、社内利用のパソコン購入等であります。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度において特記すべき資金調達は行っておりません。
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区 分
第 40 期

(2021年10月期)
第 41 期

(2022年10月期)
第 42 期

(2023年10月期)

第 43 期
(当連結会計年度)
(2024年10月期)

売 上 高(千円) 3,842,080 4,232,504 4,736,844 4,631,578

経 常 利 益(千円) 809,336 899,548 915,080 830,053

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 573,602 591,584 632,700 555,946

１株当たり当期純利益 (円) 89.33 92.39 98.82 86.78

総 資 産(千円) 4,696,391 5,899,569 6,245,623 6,963,255

純 資 産(千円) 3,099,025 3,579,349 4,093,492 4,505,578

１株当たり純資産額 (円) 484.01 559.03 639.33 703.02

区 分
第 40 期

(2021年10月期)
第 41 期

(2022年10月期)
第 42 期

(2023年10月期)

第 43 期
(当事業年度)

(2024年10月期)

売 上 高(千円) 3,777,575 4,133,217 4,584,657 4,453,967

経 常 利 益(千円) 802,664 893,903 916,648 807,595

当 期 純 利 益(千円) 568,430 583,545 649,864 542,334

１株当たり当期純利益 (円) 88.53 91.14 101.50 84.65

総 資 産(千円) 4,682,534 5,871,740 6,204,919 6,927,513

純 資 産(千円) 3,121,124 3,593,410 4,124,717 4,523,191

１株当たり純資産額 (円) 487.46 561.23 644.21 705.77

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

　①　企業集団の財産および損益の状況

　②　当社の財産および損益の状況
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 所 在 地 主な事業内容

㈱ シ ン ク 500千円 100.0％ 大阪市中央区 ソフトウェア事業

中 村 牧 場 ㈱ 5,000千円 100.0％ 京都市伏見区 その他事業

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(4) 対処すべき課題

①　持続的な成長を可能にするビジネス体制の構築

混迷した国際情勢の長期化や、気候変動に伴う自然災害の増加により、

社会全体の先行きが不透明な状況が続いております。このような状況下で

持続的な成長を続けていくため、当社グループは、サポート及びクラウド

サービス提供による安定的なストック収入を戦略的に増加させるととも

に、積極的かつ多角的な営業でユーザー数を増加させ自社ユーザーに対す

る追加売上機会を確保することが重要と考えております。

②　パッケージソフトウェアの継続的な開発

当社グループは、業種・業務に特化した自社開発パッケージソフトによ

るソリューションビジネスを展開しており、ソフトウェアの機能・品質が

業績に大きな影響を与えます。当社パッケージソフトは従来から市場にお

いて高い評価を受けておりますが、市場への訴求力を一層高めるため、次

世代を担うソフトウェアの新規開発や既存ソフトウェアのバージョンアッ

プを継続的に行っていくことが重要と考えております。

③　健康経営

企業の長期的、継続的な成長を実現するためには、その主体である従業

員一人ひとりの健康が不可欠であると考え、当社グループでは2024年に

「健康経営宣言」を発表し、代表取締役を健康経営の最高責任者とし全社

体制で健康経営を推進しております。人的資本に投資し、人的資本を最大

化していくことに注力することが、企業の収益拡大・企業価値向上に直接

的につながるという理念に基づき、人材の健康づくりと能力の育成・向上

に積極的に取り組んでおります。

また、経済産業省の「健康経営優良法人」の認定を受けることも視野に

入れて、同時に発足した「健康経営推進チーム」を中心に従業員の健康に

資するさらなる取組みの検討、各種制度の見直し等を実施しており、今後

もさらなる従業員の健康の維持・増進と企業価値の向上を目指してまいり

ます。
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(5) 主要な事業内容（2024年10月31日現在）

　　　■ソフトウェアの開発・販売およびサポートサービス業務

　　　　・パッケージソフトウェア事業

　　　　・クラウド、ASP型サービス事業

　　　■システム・コンサルティング業務

　　　■調査・企画業務

　　　■不動産の賃貸業務

(6) 主要な事業所（2024年10月31日現在）

①　当社の主要な事業所

　本社　　：京都市中京区

　東京支社：東京都港区

　札幌支社：札幌市中央区

②　重要な子会社の主要な事業所

　「(3) 重要な親会社および子会社の状況」の「②　重要な子会社の状

況」に記載の所在地の通りです。

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

280名 10名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

271名 11名増 37.6歳 9.9年

(7) 使用人の状況（2024年10月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数を記載しており、臨時雇用者は当連結会計年度の平均人数が使用人

数の10％に満たないため、記載を省略しております。

②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数を記載しており、臨時雇用者は当事業年度の平均人数が使用人数

の10％に満たないため、記載を省略しております。

２. 使用人数には、子会社等への出向社員は含まれておりません。
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借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 206,686千円

株 式 会 社 京 都 銀 行 106,676

(8) 主要な借入先の状況（2024年10月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 16,000,000株
(2) 発行済株式の総数 6,498,000株
(3) 株主数 1,584名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC
(常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行)

1,018,400株 15.89％

株 式 会 社 ト ラ イ 900,000株 14.04％

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON 
TREATY CLIENTS ACCOUNT
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

393,800株 6.14％

INTERACTIVE BROKERS LLC
（常任代理人　インタラクティブ・ブロ
ーカーズ証券株式会社）

386,300株 6.02％

THE　HONGKONG　AND　SHANGHAI　
BANKING　CORPORATION　LTD　-
SINGAPORE　BRANCH　PRIVATE　BANKING　
DIVISION　CLIENT　A/C　8221-563114
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

366,900株 5.72％

Goldman Sachs Bank Europe SE, 
Luxembourg Branch
（常任代理人　ゴールドマン・サックス
証券株式会社）

319,300株 4.98％

堂 山 達 子 319,125株 4.97％

京 セ ラ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
シ ス テ ム 株 式 会 社

250,600株 3.91％

堂 山 　 遼 211,901株 3.30％

シ ス テ ム デ ィ 従 業 員 持 株 会 207,774株 3.24％

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 6,131株 3名

２．株式の状況（2024年10月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）１．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(89,129株)を除いて計算しております。

２．2024年９月11日付で、MIRI Capital Management LLCより当社株式に係る大量保有報

告書が関東財務局長に提出されております。当該大量保有報告書において、2024年９月

４日現在で同社が1,316,900株を保有している旨が記載されておりますが、当社として

当事業年度末日における実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含

めておりません。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４.(4) 取締役および監査役に支払った報

酬等の総額」に記載しております。
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３．新株予約権等の状況
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（2024年10月31日現在）

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権
の状況

　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 堂 山 　 遼 中村牧場㈱取締役

常 務 取 締 役 江 本 成 秀

取 締 役 相 談 役 藤 田 雅 己 ㈱シンク代表取締役社長

取 締 役 奥 野 卓 司

関西学院大学名誉教授
公益財団法人山階鳥類研究所シニアフ
ェロー
公益財団法人千里文化財団理事

取 締 役 井 上 幸 雄 清水三年坂美術館運営アドバイザー

常 勤 監 査 役 髙 﨑 稔 之

監 査 役 渡 邊 　 功

監 査 役 池 上 哲 朗 京都総合法律事務所

４．会社役員の状況

(1) 取締役および監査役の状況（2024年10月31日現在）

（注）１. 取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏は、社外取締役であります。

　　　２. 監査役渡邊功氏および池上哲朗氏は、社外監査役であります。

　　　３. 当社は、取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　　４. 監査役渡邊功氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有し

ております。

　　　５. 監査役池上哲朗氏は弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有

しております。
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(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役を被保険者とす

る、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結

しております。保険料の９割を当社、１割を被保険者である対象役員が負

担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の

執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることに

よって生ずることのある損害を当該保険契約による保険会社が填補するも

のであり、１年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及

する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限

度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれない

ようにするための措置を講じております。

また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(3) 役員報酬等の決定に関する方針

当社の役員の報酬は、各役員の役割及び職責を踏まえた適正な水準とす

ることを基本方針としております。

取締役の報酬は、確定額報酬である月額報酬、業績連動報酬である役員

賞与、ならびに非金銭報酬である株式報酬（社外取締役を除く。）とで構

成されております。月額報酬については、株主総会においてその総枠を決

議し、取締役会により一任された代表取締役が個々の職責、貢献度、会社

業績等を総合的に勘案して各人別の報酬額を決定しております。

監査役の報酬は、確定額報酬である月額報酬のみで構成されておりま

す。月額報酬については、株主総会においてその総枠を決議し、監査役の

協議により常勤・非常勤の別、業務分担等を総合的に勘案し、各人別の報

酬額を決定しております。

役員賞与につきましては、当該事業年度の経常利益の水準を勘案し、各

取締役の職責や貢献度等に応じた額を取締役会決議で決定したうえで支給

することとしております。

株式報酬につきましては、株主総会においてその総枠を決議し、取締役

会決議で決定したうえで各取締役（社外取締役を除く。）へ支給すること

としております。なお、株式報酬は、譲渡制限付株式割当契約を締結する

ことを条件としております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につきま

しては、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決

定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであ

ると判断しております。
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区 分
報 酬 等 の
総 額
( 千 円 )

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取 締 役 52,504 46,600 － 5,904 ５

（うち社外取締役） （5,400） （5,400） (－) (－) （２）

監 査 役 13,996 13,996 － － ４

（うち社外監査役） （5,200） （5,200） (－) (－) （２）

合 計 66,501 60,596 － 5,904 ９

(うち社外役員) (10,600) (10,600) (－) (－) （４）

(4) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２. 取締役の報酬限度額は、2018年１月30日開催の第36期定時株主総会において、年額

100,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議頂いております（同

定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名）。また、金銭報酬とは別枠で、2024年

１月30日開催の第42期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として年額30,000

千円以内、株式数の上限を年30,000株以内（社外取締役は付与対象外）と決議してお

ります（同定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は３名）。

３. 監査役の報酬限度額は、2018年１月30日開催の第36期定時株主総会において年額

20,000千円以内と決議頂いております（同定時株主総会終結時点の監査役の員数は４

名）。

４. 監査役の報酬等の額には、2024年１月30日開催の第42期定時株主総会終結の時をもっ

て退任した監査役１名在任中の報酬等の額が含まれております。

５. 業績連動報酬等にかかる業績指標は経常利益であり、その実績は830,053千円であり

ます。当該指標を選択した理由は、報酬の透明性および客観性を高め、株主から期待

される利益拡大へのインセンティブが働く仕組みにするためであります。

６. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、「４.(3) 役員報酬等の決定に関する方

針」に記載の条件等に基づき、譲渡制限付株式報酬を割り当てております。また、当

事業年度における交付状況は、「２.(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社

役員に交付した株式の状況」に記載しております。

７. 取締役会は、代表取締役堂山遼氏に対して各取締役の基本報酬の額の決定を委任して

おり、代表取締役は、個々の職責、貢献度、会社業績等を総合的に勘案して各人別の

報酬額を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締

役の担当部門について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであ

ります。

８. 2024年１月30日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃

止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職

慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈するこ

とを決議しております。この決議に基づき、当事業年度中に退任した監査役に対して

支払った退職慰労金は、15,661千円を支給しております。なお、上記、報酬等の総額

には含まれておりません。
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会社における
地 位

氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 奥 野 卓 司

　当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出
席いたしました。取締役会においては、議案審議
等に係る必要な発言を適宜行っており、特に「情
報人類学」の第一人者としての専門的な立場から
監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしており
ます。

取 締 役 井 上 幸 雄

　当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席い
たしました。取締役会においては、議案審議等に
係る必要な発言を適宜行っており、特に労務分野
における専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。

監 査 役 渡 邊 　 功

　当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席
し、監査役会15回の全てに出席いたしました。取
締役会および監査役会においては、議案審議等に
係る必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 池 上 哲 朗

　当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席
し、監査役会15回の全てに出席いたしました。取
締役会および監査役会においては、議案審議等に
係る必要な発言を適宜行っております。

(5) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　取締役奥野卓司氏は、関西学院大学名誉教授、公益財団法人山階鳥類研

究所シニアフェローおよび公益財団法人千里文化財団理事であります。当

社と兼職先との間には特別の関係はありません。

　取締役井上幸雄氏は、清水三年坂美術館運営アドバイザーであります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

　監査役池上哲朗氏が所属している京都総合法律事務所と当社との間に顧

問契約を締結しております。

②　当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関

して行った職務の概要

－ 14 －



支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,000千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

16,000千円

５．会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　清友監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積

りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いた

します。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(1)　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下の通りであります。

① 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款

に適合することを確保するための体制

　　・当社および子会社の全ての取締役および使用人に法令遵守を徹底する。

　　・内部監査を定期的に実施し、法令、定款および社内規程に準拠して業

務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代

表取締役へ報告し、被監査部門に対する具体的な指導を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　・取締役会ならびにその他の重要な会議の意思決定に係る記録および決

裁した文書等については、法令および社内規程に従い適切に保存・管

理する。また、取締役および監査役は、それらの文書を随時閲覧でき

るようにする。

③ 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　・取締役会ならびにその他の重要な会議では、業務執行に関わる重要な

情報や経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合に

は、遅滞なく報告が行われる。

　　・内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締

役に報告する。

　　・経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスク情報が判明した場合は､ 

必要に応じて監査法人、顧問弁護士等の外部機関と協議し、適宜、助

言・指導を受け対策を講じる。

④ 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制

　　・当社および子会社は、法令、定款に基づき取締役会を設置する。取締

役会は、取締役会規程に基づき、取締役全員をもって構成し、定期的

に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する重要

事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
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　　・当社は、取締役会とは別に、取締役および各事業部門の主要メンバー

で構成される経営会議を設置し、定期的に開催する。加えて、執行役

員制度を導入することで、取締役会における審議の充実と意思決定の

迅速化を図る。

⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　・当社は、子会社から定期的に業務執行および財務状況の報告を受ける

管理体制を構築している。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人に関する事

項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性および当該使用人の取締

役からの独立性に関する事項

　　・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締

役会は監査役と協議の上、合理的な範囲で配置する。また、指揮命令

権は監査役に属するものとして、当該使用人の独立性を確保する。

⑦ 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制

および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　・当社および子会社の取締役および使用人は、当社の業務又は業績に影

響を与える重要な事項および重要な社内情報等を速やかに監査役に報

告する。また、上記報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを

理由として不利な取扱いを受けないよう確保する。

　　・監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席を通じて、取

締役の職務執行を監査する。

　　・監査役は、取締役会およびその他の重要な会議への出席を通じて、取

締役および使用人から報告を求めることができる。また、その他監査

役が必要と認める事項についても、適宜、取締役および使用人から報

告を求めることができる。

　　・監査役は、法令に定める権限を行使し、会計監査人および社内の組織

と情報の交換を行うなど連携を取り、当社の監査を行う。
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⑧ 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　　・監査役の職務の執行について生じる費用又は債務については、担当部

署にて検討した上で、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要でな

いと認められた場合を除き、速やかに支払その他の処理を行う。

⑨ 反社会的な勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

　　・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たない

ことを基本方針とする。また、必要に応じて、警察、顧問弁護士等の

外部専門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応する。

(2)　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　内部統制については、年２回、内部統制システムの整備および運用状況の

モニタリングを実施し、取締役会がその内容を確認している。
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（2024年10月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

3,077,707

2,025,737

626,640

337,217

59,040

31,123

△2,052

3,885,547

1,972,891

329,371

1,346

1,625,952

16,220

1,285,430

173,307

649,610

462,512

627,225

32,544

145,938

344,125

893

105,215

△1,491
　

流 動 負 債 1,918,203

買 掛 金 219,463

一年内返済予定の長期借入金 119,988

未 払 金 71,955

未 払 費 用 148,371

前 受 収 益 1,116,408

未 払 法 人 税 等 124,640

未 払 消 費 税 等 69,844

そ の 他 47,530

固 定 負 債 539,473

長 期 借 入 金 193,374

退職給付に係る負債 295,419

そ の 他 50,680

負 債 合 計 2,457,676

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,501,887

資 本 金 484,260

資 本 剰 余 金 619,313

利 益 剰 余 金 3,533,030

自 己 株 式 △134,716

その他の包括利益累計額 3,690

その他有価証券評価差額金 3,690

純 資 産 合 計 4,505,578

資 産 合 計 6,963,255 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,963,255

連 結 貸 借 対 照 表
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(2023年11月１日から
2024年10月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,631,578

売 上 原 価 2,627,434

売 上 総 利 益 2,004,144

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,175,481

営 業 利 益 828,663

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 928

未 払 配 当 金 除 斥 益 398

受 取 手 数 料 681

保 険 解 約 返 戻 金 1,079

そ の 他 86 3,174

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,784

そ の 他 0 1,785

経 常 利 益 830,053

特 別 損 失

役 員 退 職 功 労 加 算 金 15,351 15,351

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 814,701

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 251,439

法 人 税 等 調 整 額 7,315 258,754

当 期 純 利 益 555,946

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 555,946

連 結 損 益 計 算 書
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(2023年11月１日から
2024年10月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2023年11月１日期首残高 484,260 619,313 3,125,741 △143,983 4,085,331

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △147,263 △147,263

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

555,946 555,946

自 己 株 式 の 処 分 △1,394 9,266 7,872

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － － 407,289 9,266 416,556

2024年10月31日期末残高 484,260 619,313 3,533,030 △134,716 4,501,887

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

2023年11月１日期首残高 8,160 8,160 4,093,492

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △147,263

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

555,946

自 己 株 式 の 処 分 7,872

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△4,470 △4,470 △4,470

連結会計年度中の変動額合計 △4,470 △4,470 412,085

2024年10月31日期末残高 3,690 3,690 4,505,578

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社

・連結子会社の名称 ㈱シンク

中村牧場㈱

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

(ⅰ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　その他有価証券

　市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

　以外のもの 売却原価は移動平均法により算定）

②　棚卸資産

　商品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）

(ⅱ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 定率法によっております。但し、1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物　　　　　　　　８～30年

構築物　　　　　　　15～20年

車両運搬具　　　　　２～６年

工具、器具及び備品　４～15年

②　無形固定資産

　　市場販売目的のソフトウェア 見込販売期間（３年以内）における見込販売数量に基

づく償却費と販売可能な残存期間に基づく均等償却額

を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によって

おります。

　自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(ⅲ) 重要な引当金の計上基準

　　貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。
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フロー収益 ライセンス（使用許諾権）料、カスタマイズ、導入支援（インス

トラクト、データコンバート等）、ソフト導入に関連するハード

機器・他社商材の販売による収益のことをいい、納品・検収時に

一括売上計上されます。

ストック収益 システム運用サポートサービス、クラウドサービス提供によるラ

ンニング収益のことをいい、サービス提供期間に応じて売上計上

されます。

(ⅳ) 退職給付に係る負債の計上基準

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点

・ソフトウェア事業

(5) のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。

２．会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

　（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」

（前連結会計年度539千円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記

することといたしました。

４．会計上の見積りに関する注記

市場販売目的ソフトウェア等の経済価値

　当社グループは、パッケージシステムとして顧客環境やクラウドサービスにて稼働するソ

フトウェアを市場販売目的ソフトウェア等として認識しております。

　当連結会計年度において無形固定資産に計上しているソフトウェアのうち、市場販売目的

ソフトウェア等は、ソフトウェア629,850千円、ソフトウェア仮勘定462,512千円としてそれ

ぞれ計上しております。

　「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（会計制度委員会報告第12

号 最終改正 2014年11月28日）に基づいて、機能改良に要した費用や研究開発終了後の費用

を、将来の収益獲得が確実な範囲で資産計上することとしております。また、償却方法は、

「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項　(3) 会計方針に関する事項　(ⅱ)

重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。

　将来の収益獲得見込みは、既存のお客様との契約状況の確認によりニーズを把握し、バー

ジョンアップを含むシステム導入数及び契約金額の将来予測を主要な仮定としております。

また、償却において利用する見込有効期間（３年～５年）を上限に将来の収益獲得が確実な

範囲としております。

　主要な仮定は、現時点での最善の見積りを行っておりますが、見積り特有の不確実性があ

るため、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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建物及び構築物 81,311千円

土　　　地 420,300

　　計 501,612

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 339,136千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,498,000株 －株 －株 6,498,000株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 95,260株 －株 6,131株 89,129株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 4年１月3 0日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 147,263 23 2023年10月31日 2024年１月31日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2025年１月30日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 153,812 24 2024年10月31日 2025年１月31日

５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産

上記の物件は、長期借入金206,686円の担保に供しております。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

売掛金 626,640千円 623,642千円 △2,998千円

投資有価証券 32,544 32,544 －

資産計 659,184 656,186 △2,998

長期借入金(*) 313,362 312,934 △427

負債計 313,362 312,934 △427

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループでは、長期的な事業投資等の資金の調達については、主に銀行からの借入

により調達を行う方針にしております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用

し、また、短期的な運転資金については、必要があれば銀行借入による調達を行う方針に

しております。デリバティブ取引は、リスクを回避するための利用を含め、行わない方針

であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日です。

　長期借入金は、主に事業投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最

長で連結決算日後３年であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

(ⅰ)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　営業債権については、債権管理規程及び与信管理規程に従い、各事業部が定期的に取

引先のモニタリングを行い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状

況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

　当社グループでは、各事業部からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しておりま

す。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2024年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

通りであります。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織

り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません。ま

た、現金は注記を省略しており、預金、買掛金、未払法人税等は短期間で決済されるため時

価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

　(*)長期借入金には、一年内返済予定の長期借入金が含まれております。
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１年以内
１ 年 超

５年以内

５ 年 超

10年以内
1 0 年 超

現金及び預金 2,025,737千円 －千円 －千円 －千円

売掛金 543,138 58,719 24,782 －

合計 2,568,875 58,719 24,782 －

１年以内
１ 年 超

５年以内

５ 年 超

10年以内
1 0 年 超

長期借入金 119,988千円 193,374千円 －千円 －千円

合計 119,988 193,374 － －

(注)①金融商品の時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれの属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

売掛金

売掛金の時価は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応す

る国債の利回り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

②金銭債権の連結決算日後の償還予定額

③長期借入金の連結決算日後の返済予定額
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　連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

賃貸等不動産 207,770千円 4,454千円 212,225千円 448,023千円

報告セグメント
連結損益計算書

ソフトウェア事業 その他

売上高

フロー収益 1,881,747千円 208,549千円 2,090,297千円

ストック収益 2,541,281 － 2,541,281

顧客との契約から生じる収益 4,423,028 208,549 4,631,578

外部顧客への売上高 4,423,028 208,549 4,631,578

当連結会計年度

契約負債（期首残高）

前受金

前受収益

55,002千円

643,159

契約負債（期末残高）

前受金

前受収益

16,399

1,116,408

８．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、京都市中京区において本社ビルの一部、及び札幌市中央

区に保有する不動産の一部を賃貸に供しております。

　賃貸等不動産の賃貸損益は13,711千円であります。

(2) 賃貸等不動産時価等に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２. 当連結会計年度末の時価は、固定資産税評価額等を基礎に合理的な調整を行って自社

で算定した金額によっております。

９．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1. 連結計算書類作

成のための基本となる重要な事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであ

ります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の金額を理解するための情報

① 契約負債

（注）１．契約負債は、主に、請負契約及び保守サービス契約における顧客からの前受金

であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
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当連結会計年度

１年以内 591,398千円

１年超２年以内 541,468

２年超３年以内 429,460

３年超 469,986

(1) １株当たり当期純利益 86円78銭

(2) １株当たり純資産額 703円02銭

２．前受金は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。

３．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれ

ていた額は、566,545千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の

便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めて

おりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間

は、以下の通りであります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

12．追加情報

役員退職慰労金制度の廃止

　当社は、2024年１月30日開催の第42期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止

に伴う退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。これに伴い、当社にて計上しておりま

した「役員退職慰労引当金」30,392千円を取り崩し、「長期未払金」として固定負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

－ 28 －



（2024年10月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

契 約 資 産

棚 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

2,951,723

1,929,455

601,159

337,217

58,586

9,456

12,697

5,037

△1,886

3,975,789

1,971,203

325,008

4,363

0

15,879

1,625,952

1,122,726

48,299

649,610

424,817

881,859

32,544

259,304

145,200

344,125

99,206

91

1,477

△91
　

流 動 負 債 1,864,848

買 掛 金 202,868

一年内返済予定の長期借入金 119,988

未 払 金 69,713

未 払 費 用 140,211

未 払 法 人 税 等 124,568

未 払 消 費 税 等 69,844

前 受 金 12,872

預 り 金 28,037

前 受 収 益 1,096,742

固 定 負 債 539,473

長 期 借 入 金 193,374

退 職 給 付 引 当 金 295,419

そ の 他 50,680

負 債 合 計 2,404,322

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,519,500

資 本 金 484,260

資 本 剰 余 金 619,313

資 本 準 備 金 619,313

利 益 剰 余 金 3,550,643

その他利益剰余金 3,550,643

別 途 積 立 金 8,000

繰越利益剰余金 3,542,643

自 己 株 式 △134,716

評価・換算差額等 3,690

その他有価証券評価差額金 3,690

純 資 産 合 計 4,523,191

資 産 合 計 6,927,513 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,927,513

貸　借　対　照　表
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(2023年11月１日から
2024年10月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,453,967

売 上 原 価 2,512,658

売 上 総 利 益 1,941,308

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,135,030

営 業 利 益 806,277

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 862

未 払 配 当 金 除 斥 益 398

受 取 手 数 料 681

保 険 解 約 返 戻 金 1,079

そ の 他 81 3,103

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,784

そ の 他 0 1,785

経 常 利 益 807,595

特 別 損 失

役 員 退 職 功 労 加 算 金 15,351 15,351

税 引 前 当 期 純 利 益 792,244

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 242,632

法 人 税 等 調 整 額 7,277 249,909

当 期 純 利 益 542,334

損　益　計　算　書
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(2023年11月１日から
2024年10月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計資本準備金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2 0 2 3 年 1 1 月 １ 日
期 首 残 高

484,260 619,313 619,313 8,000 3,148,966 3,156,966 △143,983 4,116,556

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △147,263 △147,263 △147,263

当 期 純 利 益 542,334 542,334 542,334

自 己 株 式 の 処 分 △1,394 △1,394 9,266 7,872

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変動額
( 純 額 )

－

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － － 393,677 393,677 9,266 402,944

2 0 2 4 年 1 0 月 3 1 日
期 末 残 高

484,260 619,313 619,313 8,000 3,542,643 3,550,643 △134,716 4,519,500

評価・換算差額等
純資産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算
差額等合計

2 0 2 3 年 1 1 月 １ 日
期 首 残 高

8,160 8,160 4,124,717

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △147,263

当 期 純 利 益 542,334

自 己 株 式 の 処 分 7,872

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の変動額
( 純 額 )

△4,470 △4,470 △4,470

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △4,470 △4,470 398,473

2 0 2 4 年 1 0 月 3 1 日
期 末 残 高

3,690 3,690 4,523,191

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

以外のもの 売却原価は移動平均法により算定）

②　棚卸資産

商品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 定率法によっております。但し、1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年

４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物　　　　　　　　８～30年

構築物　　　　　　　15～20年

車両運搬具　　　　　２～６年

工具、器具及び備品　４～15年

②　無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア 見込販売期間（３年以内）における見込販売数量に基

づく償却費と販売可能な残存期間に基づく均等償却額

を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によって

おります。

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

②　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。
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フロー収益 ライセンス（使用許諾権）料、カスタマイズ、導入支援（インス

トラクト、データコンバート等）、ソフト導入に関連するハード

機器・他社商材の販売による収益のことをいい、納品・検収時に

一括売上計上されます。

ストック収益 システム運用サポートサービス、クラウドサービス提供によるラ

ンニング収益のことをいい、サービス提供期間に応じて売上計上

されます。

建　　　物 81,156千円

構　築　物 154

土　　　地 420,300

　　計 501,612

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 331,108千円

短期金銭債権 935千円

短期金銭債務 3,300千円

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点

・ソフトウェア事業

２．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

　（損益計算書）

　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」（前

事業年度539千円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとい

たしました。

４．会計上の見積りに関する注記

市場販売目的ソフトウェア等の経済価値

　当社は、パッケージシステムとして顧客環境やクラウドサービスにて稼働するソフトウェ

アを市場販売目的ソフトウェア等として認識しております。

　当事業年度において無形固定資産に計上しているソフトウェアのうち、市場販売目的ソフ

トウェア等は、ソフトウェア629,850千円、ソフトウェア仮勘定424,817千円としてそれぞれ

計上しております。

　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報は、連結注記表の「４．会

計上の見積りに関する注記　市場販売目的ソフトウェア等の経済価値」に同一の内容を記載

しているため、注記を省略しております。

５．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

上記の物件は、長期借入金206,686千円の担保に供しております。

(3) 関係会社に対する金銭債権は次の通りであります。
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売 上 高 5,400千円

売上原価 －千円

販売費及び一般管理費 12,000千円

営業外収益 －千円

普通株式 89,129株

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 7,922

未払費用（賞与） 44,186

退職給付引当金 92,814

その他 13,011

　小計 157,934

評価性引当額 △11,111

繰延税金資産合計 146,823

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 1,622

繰延税金負債合計 1,622

繰延税金資産の純額 145,200

(1) １株当たり当期純利益 84円65銭

(2) １株当たり純資産額 705円77銭

６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

（1）営業取引による取引高

（2）営業取引以外の取引による取引高

７．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

８．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

10．収益認識に関する注記

　連結注記表「９．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ております。

11．１株当たり情報に関する注記

12．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

13．追加情報

連結注記表「12．追加情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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清　友　監　査　法　人

　　京　都　事　務　所

指定社員

業務執行社員
公認会計士　市田　知史

指定社員

業務執行社員
公認会計士　三牧　潔

独立監査人の監査報告書

2024年12月11日

株式会社システムディ

取締役会　御中

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社システムディの2023年
11月1日から2024年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社システムディ及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不

正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

　　　　以　　上
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独立監査人の監査報告書

2024年12月11日

株式会社システムディ

取締役会　御中

清　友　監　査　法　人
　　京　都　事　務　所

指定社員
業務執行社員

公認会計士　市田　知史

指定社員
業務執行社員

公認会計士　三牧　潔

監査意見
当監査法人は、会社法第436条２項第１号の規定に基づき、株式会社システムディの

2023年11月1日から2024年10月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が
適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等
の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2023年11月１日から2024年10月31日までの第43期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思
疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企
業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会
計監査人との協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人清友監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人清友監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2024年12月13日

株式会社システム ディ　監査役会

常 勤 監 査 役 髙 﨑 稔 之 ㊞

社 外 監 査 役 渡 邊 　 功 ㊞

社 外 監 査 役 池 上 哲 朗 ㊞
　

以　上

－ 41 －



株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下の通りといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第43期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下の通りといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金24円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は153,812,904円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2025年１月31日といたしたいと存じます。

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

た て お か　　　み さ こ

楯 　 岡 　 美  佐  子

（1 9 6 5年 1 0月 2 1日生）

1991年７月 税理士登録

1998年４月 楯岡税理士事務所設立(現任) －株

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いするものであります。

　なお、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、

取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせて頂きます。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠の監査役候補者は、次の通りであります。

（注）１. 候補者と当社は、顧問税理士契約を締結しております。

　　　２. 楯岡美佐子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

　　　３. 楯岡美佐子氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は会社経

営に関与したことはありませんが、税理士としての高度な専門的知識

と幅広い経験を有しており、監査役に就任された場合に社外監査役と

して、その職務を適切に遂行して頂けると判断したためであります。

　　　４. 当社は、取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約

を締結しており、当該契約を継続し同内容にて更新する予定であり、

楯岡美佐子氏が監査役に就任した場合、同氏は当該契約の被保険者に

含められることとなります。なお、当該契約の内容の概要について
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は、事業報告「４.会社役員の状況　(2) 役員等賠償責任保険契約の

内容の概要」に記載の通りであります。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

システムディビル　４階　大会議室

電話（０７５）２５６－７７７７

Ｎ
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至東京
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京都河原町駅

㈱システムディ
本社

京阪
三条駅

地下鉄
三条京阪駅

交通　・京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅下車　南改札６番出口

（地下鉄連絡通路にて連結）


